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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第44期

第２四半期
連結累計期間

第45期
第２四半期
連結累計期間

第44期

会計期間
自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日

自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日

自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日

売上高 （百万円） 50,950 51,857 101,892

経常利益 （百万円） 1,032 982 1,892

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 643 655 1,177

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 1,204 658 2,453

純資産額 （百万円） 25,805 27,260 27,053

総資産額 （百万円） 48,166 50,143 49,555

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 14.30 14.57 26.18

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 52.77 53.59 53.84

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） 1,484 1,380 1,972

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △197 △262 △429

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △672 △559 △900

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 5,310 5,900 5,342

 

回次
第44期

第２四半期
連結会計期間

第45期
第２四半期
連結会計期間

会計期間

 
自　平成26年７月１日
至　平成26年９月30日

 

 
自　平成27年７月１日
至　平成27年９月30日

 

１株当たり四半期純利益金額 （円） 7.73 7.14

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

４．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累

計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としておりま

す。

 

２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第２四半期連結累計期間の日本経済は、政府の経済・金融政策の効果から企業収益が改善するなど、景気は緩

やかな回復が続きました。

食品流通業界におきましては、円安基調に伴う輸入原材料価格の上昇から商品価格の改定が行われるなか、企業

間競争は一段と厳しい状況が続きました。

ビジネスホテル業界におきましては、訪日外国人の増加に伴う宿泊需要や国内の観光需要に支えられ引き続き順

調に推移しました。

このような状況のなかで、当社グループは引き続き、地域に密着した営業を展開するとともに、商事部門では物

流の効率化、ホテル部門では客室のリニューアルなどを行ってまいりました。

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は518億57百万円（前年同期比1.8％増）、営業利益は８億49百万

円（前年同期比7.3％増）、経常利益は９億82百万円（前年同期比4.9％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益

は６億55百万円（前年同期比1.9％増）となりました。

 

セグメントの概況

①　商事部門

商事部門におきましては、消費者の節約志向が継続するなか、健康志向に合わせた商品、高品質など高付加価

値商品に伸長もみられましたが、消費全体の拡大にはつながりませんでした。

食品では、価格改定による販売競争が継続するなか、加工食品、酒類、冷凍・チルド商品、菓子がいずれも増

収となりました。業務用商品では、食品原料の小麦粉、油脂の販売数量が増加し、また、業務用食材も引き続き

増収となりましたが、非食品部門の燃料、工業薬品の減収により前年同期並みとなりました。飼料畜産では、飼

料は養鶏生産者向けに販売数量が増加しましたが、飼料価格の低下により減収となり、また、畜産は豚流行性下

痢の影響は落ち着きがみられ、成豚集荷頭数は前年同期並みに回復したものの正肉の販売数量が減少し減収とな

りました。米穀では、精米、玄米とも販売数量は増加しましたが、米価格の低下により減収となりました。

その結果、商事部門の売上高は494億80百万円（前年同期比1.6％増）、営業利益は５億54百万円（前年同期比

1.3％増）となりました。

②　ホテル部門

ホテル部門におきましては、訪日外国人客による宿泊需要が増加するなか、競合ホテルの進出などありました

が、国内の団体客、観光利用客の取り込みなどに加え、一般利用客も順調に推移しました。

その結果、ホテル部門の売上高は20億15百万円（前年同期比6.7％増）、営業利益は３億68百万円（前年同期

比23.9％増）となりました。

 

③　不動産部門

不動産部門におきましては、賃貸料収入として売上高は３億62百万円（前年同期比2.7％増）、営業利益は２

億94百万円（前年同期比6.5％減）となりました。

 

(2) 財政状態

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ５億88百万円増加し501億43百万円となり

ました。主な内容は流動資産の増加で、その主な要因は現金及び預金の増加５億53百万円などによるものです。

負債は、前連結会計年度末に比べ３億81百万円増加し228億83百万円となりました。主な内容は流動負債の増加

で、その主な要因は支払手形及び買掛金の増加３億86百万円などによるものです。

純資産は、前連結会計年度末に比べ２億７百万円増加し272億60百万円となりました。主な内容は、利益剰余金

の増加２億５百万円などによるものです。

EDINET提出書類

ユアサ・フナショク株式会社(E00456)

四半期報告書

 3/22



 

(3) キャッシュ・フローの状況

キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは13億80百万円（前年同期比１

億３百万円減）となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益10億25百万円、仕入債務の増減額３億86百万

円、法人税等の支払額△２億16百万円などによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは△２億62百万円（前年同期比65百万円減）となりました。これは主に有形

固定資産の取得による支出△３億41百万円などによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは△５億59百万円（前年同期比１億13百万円増）となりました。これは主に

短期借入金の純増減額△１億４百万円、配当金の支払額△４億49百万円などによるものです。

これらの結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物四半期末残高は前連結会計年度末から５億58

百万円増加し59億円（前年同期比５億90百万円増）となりました。

 

（4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等は

次のとおりであります。

（株式会社の支配に関する基本方針）

①　当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容の概要

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、株式市場における自由な取引を通じて決

せられるものであり、当社の支配権の移転を伴う大量買付行為またはこれに類似する行為があった場合において

も、これに応じるか否かは最終的には株主の皆様の意思に基づいて判断されるべきものと考えております。

しかしながら、株券等の大量買付行為の中には、その目的等から見て企業価値及び会社の利益ひいては株主共

同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株券等の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会

社の経営陣や株主が株券等の大量買付行為の内容等について検討しあるいは対象会社の経営陣が代替案を提案す

るための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が大量買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたら

すために大量買付者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同

の利益に資さないものも少なくありません。

また、外部者である大量買付者が大量買付行為を行う場合に、株主の皆様が最善の選択を行うためには、大量

買付者の属性、大量買付行為の目的、大量買付者の当社の事業や経営についての意向、既存株主との利益相反を

回避する方法、従業員その他のステークホルダーに対する対応方針等の大量買付者の情報を把握した上で、大量

買付行為が当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益に及ぼす影響を判断する必要があり、かかる

情報が明らかにされないまま大量買付行為が強行される場合には、当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主

共同の利益が著しく害される可能性があります。

当社は、このような当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益に資さない大量買付行為またはこ

れに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような

者による大量買付行為に対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値及び会社の利益

ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
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②　当社の企業価値の源泉及び基本方針の実現に資する特別な取組み

　当社では、当社の企業価値の向上及び会社の利益ひいては株主共同の利益の実現によって、株主、投資家の皆

様に長期的に継続して当社に投資していただくため、上記①の基本方針の実現に資する特別な取組みとして、以

下の施策を実施しております。

　この取組みは、下記 1）に記載の当社の企業価値の源泉を十分に理解した上で策定されており、当社の企業価

値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を中長期的に向上させるべく十分に検討されたものであります。した

がって、上記①の基本方針に沿うものであり、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社役員の

地位の維持を目的とするものでもありません。

1）当社の企業価値の源泉について

　当社は、昭和12年に肥料・米・雑穀・小麦粉・飼料等の販売を目的に設立された株式会社湯浅商店を母体と

し、食品流通事業として食文化、食生活の変遷とともに多様な商品を取り扱い、また、安心・安全な商品の供

給を通じて地域の生活者の健康で豊かな食生活に貢献していくことを経営の基本として事業展開をしてまいり

ました。

　一方、安定した収益を確保するため、昭和42年に不動産の賃貸事業、昭和46年にビジネスホテル事業を開始

し、これら3つの事業を中心に、企業価値を向上させてまいりました。

　当社の企業価値の源泉は、食品流通事業においては、千葉県を中核とした首都圏での中堅・中小スーパーを

中心とした販売網、きめ細かい対応を行う営業・物流網及び長年にわたって培われた多くの食品メーカー等と

の信用を背景とした食品（酒類・飲料を含みます。）、業務用食材、自社精米商品並びに小麦粉、油脂、砂糖

等の原材料、加えて飼料、畜産物等の豊富な品揃えにあります。ビジネスホテル事業においては、東京都、神

奈川県を中心に利便性の高い駅前の好立地に展開するビジネスホテル及び快適な客室を提供する運営ノウハウ

にあります。不動産賃貸事業においては、賃貸ビル等による安定収益にあります。

　そしてこれらの企業価値の源泉の根幹には、長年にわたって築き上げてきたお取引先、お客様との堅い信頼

関係や中長期的な人材育成により培われた従業員の優秀な業務遂行能力及び従業員一人ひとりがその能力を存

分に発揮することのできる企業風土があります。

　当社は、これら当社の企業価値の源泉を今後も継続して発展させていくことが、企業価値及び会社の利益ひ

いては株主共同の利益の確保・向上につながるものと考えております。

2）企業価値向上のための取組み

　当社は、企業価値の向上に向けた取組みとして、食品流通事業においては、消費者の生活圏にある中堅・中

小食品スーパーを中心にドラッグストアー、ホームセンター等への営業を展開するとともに、少子高齢化、人

口減少等の構造的変化が進み、食生活も一層多様化する中、常に変化していく顧客ニーズに的確に対応し、物

流機能、情報機能、リテールサポート機能等の卸売機能の強化を図っております。また、食品の安全に対する

関心が高まる中、お取引先とともに安心・安全な商品の供給を通じて地域の生活者の健康で豊かな食生活に貢

献してまいります。

　また、総合食品商社として、食品（酒類・飲料を含みます。）、低温食品、業務用商品、飼料畜産、米穀の

部門構成の中で、お取引先が必要とする食品のすべての品揃えに応えるフルライン体制を強化するともに、食

品メーカーへ小麦粉、油脂、砂糖等の原材料を販売しそのメーカーの商品を販売する取組み、養豚養鶏の生産

者に飼料を販売しその生産物を食肉加工メーカーに販売する取組み等に加え、米穀は自社工場による精米商品

の製造を拡充するなど、食に関わる多様なお取引の中で、営業基盤の強化を図っております。

　ビジネスホテル事業においては、設備の充実を継続的に行うとともに、接遇の向上を図る中で快適で魅力あ

る客室を提供しております。また、ビジネス客、観光客等の国内利用に加え、中国・韓国・台湾を中心とする

海外からの旅行者の集客に努め、稼働率の維持、向上を図り収益を確保しております。

　不動産賃貸事業においては、安定的な収益の確保に努めております。

　当社は、これらの事業を3本の柱と位置付けて、食品流通事業を中心に、ビジネスホテル事業、不動産賃貸事

業を行う総合食品商社として、安定した業績と健全な財務体質を築くことにより、当社の企業価値及び会社の

利益ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上に取り組んでまいります。
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3) コーポレート・ガバナンスの充実のための取組み

　当社は、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが求められる中、継続的に企業価値を高めるた

め、経営の効率化、判断の迅速化をすすめるとともに、経営チェック機能の充実及び適時かつ適切な情報開示

を行い経営の透明性を高めることを重要な課題と位置付けております。

　また、当社の事業内容は、お取引先から信頼を得ることが経営上の重要事項であります。

　そのため、当社は、監査役会設置会社として、取締役が業務執行を直接担当することで、経営者がお取引先

との関係をより身近に感じ、経営に反映させることができる会社形態をとっております。

　業務執行については、経営上の最高意思決定機関である取締役会を毎月1回開催しており、役付取締役で構成

される常務会を原則毎月2回開催し、また、役付取締役、各本部長で構成される本部長会議を毎週開催し、業務

全般にわたる迅速な意思決定と情報の共有化を図っております。

　経営チェック機能としては、監査役は4名中3名を社外監査役としており、透明性の高い公正な経営監視体制

の確立に努めております。

　なお、当社は、従来から取締役の解任について、会社法の原則（会社法第339条第1項、第341条）に従い、議

決権の過半数を有する株主の皆様が株主総会に出席し、かつその議決権の過半数を有する株主の皆様が当社の

現行の経営陣に反対された場合には、いつでもこれを交代させることが可能である、という普通決議によるこ

ととしております。

③　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組みの内容の概要

　当社としては、大量買付行為が当社の企業価値の向上及び会社の利益ひいては株主共同の利益の実現に資する

ものであるか否か、株主の皆様に適切にご判断いただき、当社株券等の大量買付行為に関する提案に応じるか否

かを決定していただくためには、大量買付者及び当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供され、検討

のための十分な期間が確保されることが不可欠であると考えます。また、当社取締役会は、当社の企業価値及び

会社の利益ひいては株主共同の利益の確保または向上の観点から大量買付行為の条件・方法を変更・改善させる

必要があると判断する場合には、大量買付行為の条件・方法について、大量買付者と交渉するとともに、株主の

皆様に対して代替案の提案等を行う必要もあると考えておりますので、そのために必要な時間も十分に確保され

るべきであります。

　当社は、このような考え方に立ち、平成26年５月13日開催の取締役会において、当社株券等の大量買付行為へ

の対応策（買収防衛策）の具体的内容（以下「本プラン」といいます。）を決定し、平成26年６月27日開催の当

社第43回定時株主総会にて、株主の皆様より承認、可決され、本プランを更新いたしました。本プランの有効期

間は平成29年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。

　本プランは、大量買付者に対し、本プランの遵守を求めるとともに、大量買付者が本プランを遵守しない場

合、並びに大量買付行為が当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものであると

判断される場合の対抗措置を定めており、その概要は以下のとおりであります。（なお、本プランの詳細につき

ましては、当社のホームページ（http://www.yuasa-funashoku.com/）で公表している平成26年５月13日付プレ

スリリース「当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の更新に関するお知らせ」をご参照くださ

い。）。

1）本プランに係る手続の設定

　本プランは、大量買付者により大量買付行為が行われる場合に、大量買付者に対し、事前に当該大量買付行

為の内容の検討に必要な情報の提供を求め、当該大量買付行為についての情報の収集及び検討のための一定の

期間を確保した上で、必要に応じて、大量買付者との間で大量買付行為に関する条件・方法について交渉し、

さらに、当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提示するなどの対応を行っていくための手続を定めてい

ます。
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2）新株予約権無償割当て等の対抗措置

本プランは、大量買付者が大量買付行為を行うにあたり、所定の手続に従うことを要請するとともに、かか

る手続に従わない大量買付行為がなされる場合や、かかる手続に従った場合であっても当該大量買付行為が

当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場合には、

かかる大量買付行為に対する対抗措置として、原則として新株予約権を株主の皆様に無償で割り当てるもの

です。また、会社法その他の法律及び当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判

断された場合には当該その他の対抗措置が用いられることもあります。

　本プランに従って割り当てられる新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）には、大量買付者及び

その関係者による行使を禁止する行使条件や、当社が本新株予約権の取得と引換えに大量買付者及びその関係

者以外の株主の皆様に当社普通株式を交付する取得条項等を付すことが予定されております。

　本新株予約権の無償割当てが実施された場合、かかる行使条件や取得条項により、当該大量買付者及びその

関係者の有する議決権の当社の総議決権に占める割合は、大幅に希釈化される可能性があります。

3）独立委員会の設置

　本プランに定めるルールに従って一連の手続が遂行されたか否か、並びに、本プランに定めるルールが遵守

された場合に当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を確保しまたは向上させるために必要か

つ相当と考えられる一定の対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、

その判断の合理性及び公正性を担保するために、当社は、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会

を設置することとします。当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、独立委員会による勧

告を最大限尊重するものとします。独立委員会の委員は、3名以上5名以下とし、社外取締役、社外監査役、弁

護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者及び他社の取締役または執行役とし

て経験のある社外者等の中から当社取締役会が選任するものとします。

4）情報開示

当社は、本プランに基づく手続を進めるにあたって、大量買付者が出現した事実、大量買付者から情報を受

領した事実、独立委員会の判断の概要、対抗措置の実施または不実施の決定の概要、対抗措置の実施に関す

る事項その他の事項について、株主の皆様に対し、適時適切に開示します。

④　本プランの合理性（本プランが基本方針に沿い、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地

　位の維持を目的とするものではないこと及びその理由）

　当社は、以下の理由により、本プランが、上記の基本方針に沿うものであり、当社株主の共同の利益を損なう

ものではなく、また当社役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えております。

1）買収防衛策に関する指針（経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利

益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」）の要件等を完全に充足していること

2）企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益の確保または向上を目的として更新されていること

3）株主意思を重視するものであること

4）独立性の高い社外者の判断の重視

5）合理的な客観的要件の設定

6）独立した地位にある第三者専門家の助言の取得

7）デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと

 

（5）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 98,500,000

計 98,500,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数（株）
（平成27年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成27年11月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 48,977,231 48,977,231
東京証券取引所

（市場第二部）

単元株式数

1,000株

計 48,977,231 48,977,231 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式　　
総数増減数
（株）

発行済株式　　
総数残高　
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金　　
増減額　　　
（百万円）

資本準備金　
残高　　　
（百万円）

平成27年７月１日～

平成27年９月30日
－ 48,977,231 － 5,599 － 5,576
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（６）【大株主の状況】

  平成27年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

昭和産業株式会社 東京都千代田区内神田２丁目２番１号 3,345 6.82

株式会社榎本武平商店 東京都江東区新大橋２丁目５番２号 2,404 4.90

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 東京都新宿区西新宿１丁目26番１号 2,295 4.68

株式会社千葉銀行 千葉県千葉市中央区千葉港１番２号 2,233 4.56

株式会社千葉興業銀行 千葉県千葉市美浜区幸町２丁目１番２号 2,232 4.55

双日食料株式会社 東京都港区六本木３丁目１番１号 2,111 4.31

ＨＳＢＣ ＢＡＮＫ ＰＬＣ Ａ／Ｃ

ＭＡＲＡＴＨＯＮ　ＦＵＳＩＯＮ Ｊ

ＡＰＡＮ ＰＡＲＴＮＥＲＳＨＩＰ

ＬＰ(常任代理人　香港上海銀行東京

支店カストディ業務部）

８　ＣＡＮＡＤＡ　ＳＱＵＡＲＥ，　

ＬＯＮＤＯＮ　Ｅ１４　５ＨＱ
1,648 3.36

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目４番１号 1,455 2.97

日本生命保険相互会社
東京都千代田区丸の内１丁目６番６号

日本生命証券管理部内
1,185 2.41

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目２番１号 1,158 2.36

計 － 20,069 40.97

　（注）　上記のほか、当社は自己株式4,011千株を保有しております。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成27年９月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式   － － －

議決権制限株式（自己株式等） 　－ － －

議決権制限株式（その他）  －  － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　　4,011,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　 44,769,000 44,769 －

単元未満株式 普通株式　　　　197,231 － －

発行済株式総数 48,977,231 －  －

総株主の議決権 － 44,769  －

　（注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権の数１個）含ま

れております。

　　　　２．単元未満株式の普通株式には、自己保有株式274株が含まれております。

②【自己株式等】

平成27年９月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

ユアサ・フナショク株式会社
千葉県船橋市宮本

四丁目18番６号
4,011,000 － 4,011,000 8.19

計 － 4,011,000 － 4,011,000 8.19

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成27年７月１日から平

成27年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、仰星監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,462 6,016

受取手形及び売掛金 12,121 12,149

商品及び製品 1,439 1,510

仕掛品 32 29

原材料及び貯蔵品 474 246

繰延税金資産 71 87

未収入金 3,005 3,090

その他 71 96

貸倒引当金 △63 △52

流動資産合計 22,615 23,173

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 13,430 13,681

減価償却累計額 △9,146 △9,313

建物及び構築物（純額） 4,283 4,368

機械装置及び運搬具 1,895 1,862

減価償却累計額 △1,624 △1,591

機械装置及び運搬具（純額） 271 270

土地 10,557 10,536

その他 1,589 1,728

減価償却累計額 △1,132 △1,137

その他（純額） 456 591

有形固定資産合計 15,569 15,767

無形固定資産   

ソフトウエア 116 99

その他 131 126

無形固定資産合計 247 226

投資その他の資産   

投資有価証券 8,137 8,121

長期貸付金 371 358

繰延税金資産 29 22

差入保証金 2,515 2,416

その他 386 306

貸倒引当金 △317 △249

投資その他の資産合計 11,123 10,976

固定資産合計 26,939 26,969

資産合計 49,555 50,143
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,701 15,087

短期借入金 3,720 3,607

未払法人税等 214 342

賞与引当金 81 80

ポイント引当金 13 17

その他 1,634 1,453

流動負債合計 20,366 20,588

固定負債   

社債 － 40

長期借入金 216 254

繰延税金負債 524 536

退職給付に係る負債 532 528

役員退職慰労引当金 19 7

長期未払金 171 168

厚生年金基金解散損失引当金 28 28

その他 641 730

固定負債合計 2,135 2,294

負債合計 22,502 22,883

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,599 5,599

資本剰余金 5,576 5,576

利益剰余金 14,175 14,381

自己株式 △865 △865

株主資本合計 24,486 24,691

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,158 2,146

退職給付に係る調整累計額 35 33

その他の包括利益累計額合計 2,194 2,180

非支配株主持分 372 388

純資産合計 27,053 27,260

負債純資産合計 49,555 50,143
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

売上高 50,950 51,857

売上原価 45,601 46,232

売上総利益 5,349 5,625

販売費及び一般管理費 ※ 4,558 ※ 4,775

営業利益 791 849

営業外収益   

受取利息 10 12

受取配当金 108 108

持分法による投資利益 71 －

その他 77 39

営業外収益合計 267 160

営業外費用   

支払利息 21 18

その他 4 9

営業外費用合計 26 27

経常利益 1,032 982

特別利益   

投資有価証券売却益 － 4

固定資産売却益 － 43

特別利益合計 － 48

特別損失   

固定資産処分損 24 3

減損損失 51 1

特別損失合計 75 5

税金等調整前四半期純利益 956 1,025

法人税、住民税及び事業税 375 351

法人税等調整額 △60 4

法人税等合計 315 356

四半期純利益 640 669

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△）
△2 14

親会社株主に帰属する四半期純利益 643 655
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

四半期純利益 640 669

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 564 △8

退職給付に係る調整額 △1 △2

その他の包括利益合計 563 △10

四半期包括利益 1,204 658

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,206 641

非支配株主に係る四半期包括利益 △2 17
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 956 1,025

減価償却費 271 278

減損損失 51 1

賞与引当金の増減額（△は減少） 0 △1

持分法による投資損益（△は益） △69 6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △0 △7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △0 △12

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6 △79

受取利息及び受取配当金 △118 △120

支払利息 21 18

有形固定資産除売却損益（△は益） 5 △40

売上債権の増減額（△は増加） 1,124 △9

たな卸資産の増減額（△は増加） 474 161

その他の資産の増減額（△は増加） 154 64

仕入債務の増減額（△は減少） △866 386

その他の負債の増減額（△は減少） △45 △65

その他 57 △107

小計 2,009 1,496

利息及び配当金の受取額 120 119

利息の支払額 △19 △18

法人税等の支払額 △625 △216

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,484 1,380

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △65 △341

有形固定資産の売却による収入 4 63

投資有価証券の取得による支出 △102 △5

投資有価証券の売却による収入 0 10

貸付金の回収による収入 12 12

その他 △47 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △197 △262

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 40 △104

長期借入れによる収入 300 200

長期借入金の返済による支出 △512 △170

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △404 △449

その他 △95 △34

財務活動によるキャッシュ・フロー △672 △559

現金及び現金同等物に係る換算差額 2 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 617 558

現金及び現金同等物の期首残高 4,692 5,342

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 5,310 ※ 5,900
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基

準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業

分離等会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対

する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度

の費用として計上する方法に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結

合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会

計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及

び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前

第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを

行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（4）、連結会計基準第44－５項（4）

及び事業分離等会計基準第57－４項（4）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の

期首時点から将来にわたって適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

 

（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前第２四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日

　　至　平成26年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日

　　至　平成27年９月30日）

給料手当 1,017百万円 996百万円

賞与引当金繰入額 80 74

退職給付費用 57 59

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日

至　平成26年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日

至　平成27年９月30日）

現金及び預金勘定 5,430百万円 6,016百万円

預金期間が３ヶ月を超える定期預

金
△120 △115

現金及び現金同等物 5,310 5,900
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年９月30日）

１．配当に関する事項

　配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月27日

　定時株主総会
普通株式 404 9.00 平成26年３月31日 平成26年６月30日 利益剰余金

 

２．株主資本の著しい変動に関する事項

　著しい変動がないため、該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日）

１．配当に関する事項

　配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月26日

　定時株主総会
普通株式 449 10.0 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金

 

２．株主資本の著しい変動に関する事項

　著しい変動がないため、該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 商事部門 ホテル部門 不動産部門 計
調整額
（注１）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注２）

売上高       

(1）外部顧客への売上高 48,709 1,888 352 50,950 － 50,950

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
16 0 26 42 △42 －

計 48,725 1,888 378 50,993 △42 50,950

セグメント利益 547 297 315 1,159 △368 791

（注）１．セグメント利益の調整額△368百万円には、のれん償却額△４百万円、各報告セグメントに配分していない全

社費用△371百万円、その他７百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総

務・人事・経理・情報システム部門等の管理部門に係る費用であります。

２．セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 商事部門 ホテル部門 不動産部門 計
調整額
（注１）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注２）

売上高       

(1）外部顧客への売上高 49,480 2,015 362 51,857 － 51,857

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
19 0 26 46 △46 －

計 49,499 2,015 388 51,903 △46 51,857

セグメント利益 554 368 294 1,217 △368 849

（注）１．セグメント利益の調整額△368百万円には、のれん償却額△４百万円、各報告セグメントに配分していない全

社費用△370百万円、その他６百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総

務・人事・経理・情報システム部門等の管理部門に係る費用であります。

２．セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（金融商品関係）

著しい変動が認められないため、該当事項はありません。

 

（有価証券関係）

著しい変動が認められないため、該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

著しい変動が認められないため、該当事項はありません。

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 14円30銭 14円57銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（百万円）
643 655

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利

益金額（百万円）
643 655

普通株式の期中平均株式数（千株） 44,974 44,966

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成27年11月12日

ユアサ・フナショク株式会社

取締役会　御中

 

仰星監査法人

 

 
代 表 社 員
業務執行社員
 

 公認会計士 山﨑　清孝　　印

 

 
 
業務執行社員
 

 公認会計士 小川　　聡　　印

 
 
 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているユアサ・フナ

ショク株式会社の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成27年７月

１日から平成27年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年９月30日まで）に係る四

半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結

キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ユアサ・フナショク株式会社及び連結子会社の平成27年９月30日現在

の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

　　　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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